
 相模原市立保育所設置条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

  令和８年３月２５日 

 

相模原市長 本 村 賢 太 郎  

 

相模原市条例第１４号 

 

   相模原市立保育所設置条例の一部を改正する条例 

第１条 相模原市立保育所設置条例(昭和２８年相模原市条例第１６号)の一部を次

のように改正する。 

  第２条の表相模原市立相原保育園の項中「相模原市緑区相原４丁目２１番６

号」を「相模原市緑区久保沢１丁目５番４７号」に改める。 

第２条 相模原市立保育所設置条例の一部を次のように改正する。 

第２条の表相模原市立相原保育園の項中「相模原市緑区久保沢１丁目５番４７

号」を「相模原市緑区相原４丁目２１番６号」に改める。 

   附 則 

 この条例中第１条の規定は令和８年８月３１日から、第２条の規定は公布の日か

ら起算して１年８月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。 

 

 

 


